
（例）指定区間を長岡ＩＣ〜新潟西ＩＣでお申し込みいただいた場合

・「通勤パス」の指定区間外を走行した場合、指定区間外部分（赤矢印部分）の料金を別途請求させていただきます。（注1）
・指定区間外のＩＣから指定区間外ＩＣまでのご利用は、指定区間の一部を含むご利用の場合であっても、通勤パスの対象外です。（注2）
・「通勤パス」にお申し込みの場合、利用開始の有無や指定区間の内外を問わず、申込月の全ての走行が平日朝夕割引の適用対象外となります。（注3）
（平日朝夕割引の回数カウントもされません）

「通勤パスの適用とならない走行」および「申込月において平日朝夕割引の対象にならないこと」について

※同日内で4回目以降の走行についても、通勤パスの対象とならず、通常の料金が別途請求されます。


